
決算書掲載頁　P257

親子の絆づくりなど、家庭で作る弁当が持つ教育的意義を踏まえ、食物アレルギーを持つ生徒や食事量などに応じるこ
とができ、成長期にある中学生にとって安全で栄養のバランスの取れた食事を提供することにより、食事や健康につい
て考える能力を高めることができるようにすることを目的とする。
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一部委託 平成23年度 学校給食法４条

中学生、教職員

中学生が安全で栄養のバランスの取れた給食を選んで食べることが、食事や健康について考える能力を高めることにな
るため、食育だより等を通じてＰＲしていく。
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